
特商法に基づく連鎖販売取引業者への行政処分
処分時 組織名 商材 ①不実告知 ②重要事項不告知 ③断定的判断の提供 ④迷惑勧誘 ⑤勧誘目的等不明示 ⑥非公開場所での勧誘 ⑦概要書面・契約書面等 処分内容 特記事項

（経済産業省）

1 H.17.2.25 インターライフ（株）
ディスポー
ザー

ディスポーザーの設置が条
例で禁止されているところは
ないといっているが、実際は
存在する。

中古品が設置される例
があることの不告知。

業務改善命令

2 H.17.6.20 （株）EarthWalker
商品カタロ
グ

実際はほとんど存在しない
にもかかわらず、高報酬の
会員が多数存在していると
不実告知。

すぐに儲かる等の断定的判断に
より利益発生が確実と誤認させ
た。

被勧誘者に対し氏名、特
定負担、商品の明示を
行っていない。

取引停止３か月

3 H.17.10.28 （株）エスフローラ 健康食品

当該ホームページ上に
て、商品、氏名の明示お
よび特定負担、特定利
益の不告知。

業務改善命令

4 H.17.11.15 （株）アリックス
化粧品・健
康食品etc.

実際は誰も高収入は得てい
ないにもかかわらず、高収
入を得られ、必ず儲かるとも
表現していた。

契約を締結しない被
勧誘者に長時間執拗
に契約を迫った。

取引停止３か月
勧誘者5名に対し、業
務改善指示

5 H.19.3.20 （株）ISM 教材ビデオ

実際は誰もが高収入を得て
いないにもかかわらず、あた
かも誰もが容易に収入が得
られるかのように告げてい
た。

勧誘目的、商品を明示し
ていない。

契約締結時までに概要書面を
渡さなかった。

取引停止６か月
勧誘者3名に対し、業
務改善指示

6 H.19.8.10
ユナイテッド・パワー
（株）

インター
ネット端末
機

実際は誰もが得てはいない
高収入を、得られると勧誘し
た。

同社名称、勧誘目的等を
明示しなかった

代理店の事務所で契約
をさせた。

被勧誘者に遅滞なく交付すべき
契約書面の交付を行っていな
かった。

一部業務停止６か
月

7 H.19.11.22
（株）ドリーム・オブ・
トータル・コミュニケー
ション

浄水器・健
康食品・化
粧品

誰もが得ていない高収入
を、簡単に継続して得られる
と言った。

契約締結をしない旨
の意思表示をしている
者に対し、長時間や
深夜に及ぶ執拗な勧
誘を行い、被勧誘者
に迷惑を覚えさせた。

同社名称、勧誘目的等を
明示しなかった。

代理店の事務所で契約
をさせた。

一部業務停止３か
月

代理店（有）スティード
ファーストに対しても、
一部業務停止３か月

8 H.19.11.28 （株）サンヨーメガ
健康美容
機器・健康
食品

「疲れがとれる」｛脳梗塞や
パーキンソン病に効く」など、
合理的な根拠がないことを
告げて勧誘。

人を紹介したとしても利益が生じ
ない可能性があるにもかかわら
ず、利益が生じることが確実であ
ると誤解させるような断定的判断
を提供して勧誘を行っていた。

契約締結をしない旨
の意思表示をしている
者に対し、長時間にわ
たり、執拗に繰り返し
勧誘を行うなど消費
者に迷惑を覚えさせる
ような仕方で勧誘を
行った。

同社の名称、勧誘する目
的である旨その勧誘に係
る商品について明らかに
せずに、勧誘を行ってい
た。

同社事務所等公衆の出
入りする場所以外にお
いて勧誘を行っていた。

契約締結時までに交付すべき概
要書面を交付しなかった。契約
後渡すべき契約書面を交付しな
かった。

一部業務停止６か
月

9 H.20.2.20
ニューウエイズジャパ
ン（株）

日用雑貨
品・化粧
品・健康食
品

他社製品は経皮毒があると
誹謗中傷する等、自社商品
の方が安全という、品質およ
び効能の不実告知。

誰もが高額かつ継続的に利益を
得ることが確実であると誤解させ
る、断定的判断を提供して勧誘。

契約締結をしない旨
の意思表示をしている
者に対し、長時間に及
ぶ勧誘や執拗な勧誘
を繰り返し行う。

勧誘目的を隠して勧誘し
た。

同社の営業施設等、公
衆の出入りする場所以
外の場所において勧誘
を行った。

一部業務停止３か
月

同社の勧誘者が連鎖
販売取引を隠す、あ
るいは否定したことに
対し行政指導。

10 H.20.5.27
（株）バイオシ―パル
ス

家庭用電
気器具

波動水で病気が改善したな
ど、科学的根拠のないことを
告げて勧誘した。

利益を得ることが確実であると誤
解させる、断定的判断を提供して
勧誘。

契約はしないといって
いるにもかかわらず、
長時間勧誘をした。

契約締結時までに交付すべき概
要書面を交付しなかった。契約
後渡すべき契約書面を交付しな
かった。

取引停止６か月

同社の勧誘者が、勧
誘目的等の明示、契
約に係る書面への虚
偽記載をさせる行為
に対して同社に行政
指導。

11 H.20.11.14 （株）MMS
携帯電話
充電器

返金がないとか、解約はで
きない等契約解除に関して
不実告知。

利益を生ずることが確実であると
断定的判断の提供をして勧誘。

勧誘目的を隠して勧誘し
た。

契約締結時まで概要書面不交
付。

取引停止９か月
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12 H.20.11.14 （株）ワールドビジョン
携帯電話
充電器

契約解除を阻止する目的に
おいて、特商法の規定と異
なる返金提示等に関しての
不実告知。

取引停止３か月
H.19.6～（株）MMSの
存続会社

13 H.21.2.19
（株）フォーリーフジャ
パン

健康食品

癌に効く、アトピーが治る、
あるいは臨床試験を行い効
果が証明されている等の不
実告知。

利益が生ずることが確実であると
誤解させるような断定的判断を提
供して勧誘。

同社の名称、勧誘目的で
ある旨及び勧誘商品を明
らかにせずに勧誘を行っ
た。

契約締結時まで概要書面・契約
書面を不交付。あるいは不備記
載（クーリングオフ出来ない場合
がある等）の概要書面・契約書
面の交付。

取引停止６か月

14 H.21.4.10
（株）スタイレックエン
タープライズ

苗木・植樹
および管理
役務

促成桐（苗木）について、海
外の大手家具製造販売業者
との間で製品の売買契約が
存在しないにもかかわらず、
あたかも既に存在している
かのように告げた。

「還元金」について、育成管理後
の促成桐の製品販売や二酸化炭
素排出権取引により収益が確実
に生ずるかのように告げ、誰もが
簡単かつ継続的に高額な報酬が
得られるかのように告げた。

同社の名称、勧誘目的で
ある旨及び勧誘商品を明
らかにせずに勧誘を行っ
た。

勧誘者の自宅や、公民
館の借り切った会議室
等、公衆の出入りする場
所以外の場所において
勧誘を行った。

取引停止３か月

15 H.21.8.7
ワ―スワイル・ドット・
コム（株）

携帯電話
専用webサ
イト関連の
役務提供

利益を得ることが確実であると誤
解させる、断定的判断を提供して
勧誘。

同社の名称、特定負担を
伴う取引について勧誘目
的である旨及び当該勧誘
商品等の種類を明らかに
しない。

被勧誘者に交付する概要書面
等において、契約解除の商品返
品に係る中途解約時の虚偽記
載、商品引き取り費用負担の虚
偽記載があった。また、威迫・困
惑等によるクーリング・オフの権
利が留保されることが未記載で
あった。

取引停止３か月

（消費者庁）

16 H.21.11.18 （株）プライマリー

健康食品・
日用雑貨・
アクセサ
リー

会員の9割が報酬を得ていないに
もかかわらず、すぐに儲かる等の
断定的判断を提供して勧誘。

契約を締結しない被
勧誘者に長時間執拗
に契約を迫った。

同社の名称、特定負担を
伴う取引について勧誘目
的である旨及び当該勧誘
商品等の種類を明らかに
しない。

一部業務停止６か
月

17 H.21.11.27
（株）ビズインターナ
ショナル

仮想空間
提供サー
ビス・携帯
電話コンテ
ンツサービ
ス

仮想空間について大手自動
車メーカーや百貨店などの
有名企業が参加しているな
どと、実際には参加していな
い企業の名前を挙げて勧誘
を行っていた不実告知。

利益が生じるとは限らないのに、
仮想空間における不動産ビジネ
ス等によって、「１０万人揃えば必
ず儲かります。」、「最初に１０万
人いれば必
ず儲かる。」などと確実に利益が
得られるかのように告げて勧誘し
た。

勧誘者は、ビズ社の名称
を明らかにせず、また、本
件
商品等の購入等を伴った
連鎖販売契約の締結に
ついて勧誘する目的であ
る旨等告げていなかっ
た。

クーリング・オフに関する記載に
不備がある概要書面・契約書面
を交付していた。また、契約締結
時に、一部の代理店には契約
書面を交付していなかった。

消費者庁から一
部業務停止６か
月。宮城県から業
務停止４か月

関連事業者・（株）
I.D.R フレパー・ネット
ワーク（株）ビズ社の
連鎖販売取引の業務
を遂行する上で重要
な役割を果たしていた
ことから、併せて公
表。

18 H.22.3.2
（株）サミットインター
ナショナル

補整下着・
栄養補助
食品・健康
関連機器
等

病気治療効果があるかのよ
うに商品の効能について不
実告知。

あたかも確実に特定利益が得ら
れるかのように告げていた。しか
し、実際には確実に特定利益が
得られるとは限らない。

商品契約を解除しな
い旨の念書をとるなど
して、契約について迷
惑を覚えさせるような
仕方で解除を妨げた。

同社の名称、特定負担を
伴う取引について勧誘目
的である旨及び当該勧誘
商品等の種類を明らかに
しない。

勧誘者の自宅、アパー
ト、会館等、公衆の出入
りする場所以外におい
て勧誘を行った。

一部業務停止６か
月

19 H.22.4.8 （株）グレース・アイコ 化粧品

特定利益の説明において、
その説明（計算方法）が正し
くなく、特定利益についての
不実告知。

勧誘者の名称、契約の締
結について勧誘目的で
ある旨及び当該勧誘商品
の種類を告げていない。

個人の住宅といった公
衆の出入りする場所以
外の場所において、当
該契
約の締結について勧誘
をしていた。

一部業務停止３か
月
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20 H.22.4.27 (株)エナジック
健康食品・
電解水生
成器

実際は確実に収入が得られ
ないにもかかわらず、「絶対
に儲かる。」、「下にどんどん
人を付けてあげるから、何も
しなくても、月収５００万円く
らいにはすぐなる。」などと告
げ、あたかも誰でも確実に収
入が得られるかのように勧
誘した。

勧誘に先立って、統括者
の名称、特定負担を伴う
取引についての契約締結
について勧誘する目的で
ある旨及び本件商品の種
類を明らかにしていな
かった。

勧誘者の事務所や会議
室といった公衆の出入り
する場所以外の場所に
おいて、連鎖販売契約
の締結の勧誘をした。

連鎖販売取引に伴う特定負担
についての契約を締結するまで
に、その連鎖販売業の概要につ
いて記載した書面を交付してい
なかった。

一部業務停止９か
月

21 H.24.10.18 （株）Rido
美容機器
付音響機
器

病気の治癒や症状の改善な
どの効果を裏付ける合理的
な根拠がないにもかかわら
ず、体の不調が良くなるとの
不実告知。

被勧誘者が拒否して
いるにもかかわらず、
執拗に長時間にわ
たって勧誘した。

会社の名称、特定負担を
伴う取引締結を勧誘する
目的
である旨及び当該勧誘商
品を明らかにしていな
かった。

公衆の出入りしない同
社事務所、オートロック
マンションの一室にある
同社サロン等に同行さ
せ、勧誘を行った。

一部業務停止３か
月

22 H.25.1 （株）韓国美容協会 美容手袋

概要書面及び契約書面におい
て、フットケアマスクを取り扱って
いるにもかかわらず、これらの
書面に、その商品の性能、商品
名及び商品の販売価格の記載
をしていなかった。また、契約の
解除に関する事項を赤枠で記載
せず、取引料の返還についても
記載していなかった。

一部業務停止３か
月

（その他）・納品遅延・
クーリングオフ取り扱
い遅延

（各自治体）

23 H.17.4.14 （株）フレックスライフ
健康機器・
美容関連
機器

簡単にお金が手に入る仕事
（アルバイト）があると不実の
ことを告げ勧誘し、実際には
４２万円の商品の売買契約
をさせた。

利益が確実に生じると誤解させる
べき断定的判断を提供し、契約
の締結を勧誘し締結させた。

業務改善指示

クレジット契約書を作
成する際に、与信を
通すために虚偽の
「勤務先」「年収」を記
載させた、適合性の
原則違反。

24 H.18.3.27
（株）ウィーズインター
ナショナル

健康食品・
化粧品等

眼精疲労に効果があるなど
といわれているブルーベリー
の成分「アントシアニン」の実
際は1％程度を36％と含有
量を過大に表示した不実告
知。

簡単に高収入が得られるというよ
うな断定的判断による勧誘。

業務停止命令
６か月

H16.3.31においても、
同じく東京都より業務
改善指示を受ける。

25 H.18.10.19
（株）ロイヤルワール
ド

絨毯等

130万円投資しなさい。すぐ
に回収が可能。リスクもノル
マもない。2年後には1000万
円の収入が得られる」などと
不実のことを告げ契約を締
結させていた。

業務改善指示

26 H.18.12.11 （株）ジーラックス フットバス

「足から毒素を出す機械だ」
と、商品の効能に関し、合理
的根拠のない不実のことを
告げた。また、収入が保証さ
れているわけではないにも
関わらず「あっという間に借
金は返せる。だから消費者
金融から借りても心配はな
い。」「借りたとしても権利収
入が入ってすぐ返せるか
ら。」と不実のことを告げた。

「良い話を紹介したい」と
言って会社事務所へ連れ
て行き、ネットワークビジ
ネスの勧誘を始めている
ことから、販売（連鎖販売
取引）目的を隠している。
また、統括者の名称や、
フットバスという商品の種
類についても明らかにし
ていない。

公衆の出入りする場所
以外の場所である会社
事務所へ誘引し、連鎖
販売取引の契約の締結
について勧誘をした。

概要書面の不交付があった。ま
た、契約書面を交付はしたが、
定められた事項が記載されてい
なかった。

業務停止３か月
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27 H.19.5.22 ㈱ＬＯＧ 化粧品

「儲かる仕事がある」などと,
誰もが収入を得られるかの
ように話し未成年者を集め
た不実告知。

業務停止命令
１２か月

ブライトライフ社名義
で仕入れた原価数百
円の化粧品などを20
～30倍の卸値でＬＯＧ
社に転売

28 H.19.5.22 ㈱ブライトライフ 化粧品

「儲かる仕事がある」などと,
誰もが収入を得られるかの
ように話し未成年者を集め
た不実告知。

業務停止命令
１２か月

統括者５名勧誘者７
名に対し指示。

29 H.19.8.9
Global.Information.Off
ice㈱

ダイヤモン
ドのアクセ
サリー

勧誘者は、勧誘の際、「黙っ
ていてもお金が入ってくる」
などと、特定利益に関する事
項につき、不実のことを告げ
ていた。

勧誘者が、勧誘に先立っ
て、相手方に対し、統括
者の名称、契約締結を勧
誘をする目的であること、
商品の種類を告げなかっ
た。

勧誘者は、消費者を、電
話や電子メールにより、
契約締結を勧誘する目
的であることを告げずに
呼び出し、公衆の出入り
する場所以外の場所で
ある会社事務所におい
て勧誘をした。

業務停止３か月
（勧誘者）冨澤　祐子
に業務改善指示。

30 H.19.8.16 メディアドリーム㈱
ＷＥＢシス
テム

不実告知があった。
重要事項不告知の示唆
があった。

断定的判断の提供があった。
迷惑勧誘が認められ
た。

販売目的隠匿があった。
勧誘目的を告げずに公
衆の出入りする場所以
外での勧誘を行った。

書面虚偽記載があった。
業務停止命令３か
月

 （統括者）大谷正徳・
栗栖幸夫・三谷本堅
治に対し業務改善指
示。

31 H.19.8.16 ㈱サイバーブレイン
ＷＥＢシス
テム

不実告知があった。
重要事項不告知の示唆
があった。

断定的判断の提供があった。
迷惑勧誘が認められ
た。

販売目的隠匿があった。
勧誘目的を告げずに公
衆の出入りする場所以
外での勧誘を行った。

書面虚偽記載があった。
業務停止命令３か
月

適合性原則（顧客の
知識、経験及び財産
の状況に照らして不
適当と認められる勧
誘）違反が認められ
た。

32 H.20.3.14
エムピー
ジー(株)

家庭用浄
水器、健康
食品

水道水と同社の家庭用浄水
器を通した水とを比較する実
験
や、水道水や農薬を使った
野菜の危険性に関するビデ
オを見せたりしながら「水道
の蛇口にこの器械を取り付
けると水道水がアルカリに変
わり、体の毒が皆体の外に
流れて良くなる」
等、商品の効能につき不実
のことを告げていた。

消費者に対し、「どこか
体の痛いところはありま
せんか。」、「明日、私と
一緒に話を聞きに行きま
しょう。話を聞けば膝の
痛いのが治りますか
ら。」等とのみ告げ、氏名
等明示しなかった。

勧誘者が消費者宅にお
いて勧誘を行い、消費
者と約30 万円の同社の
家庭用浄水器等の販売
及び連鎖販売取引の契
約を締結させている。

業務改善指示
同社代理店ライオネ
ル菅野 牧子に対して
も業務改善指示。
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33 H.20.3.28 （株）ライブリー

同社代理
店として登
録する権
利
と一体と
なった「ＰＤ
Ａ（携帯情
報
端末）」及
び「顧客管
理ソフ ト」

「オーナーになって早ければ
2、3か月で元が取れる。」、
「楽して稼げるし、 絶対儲か
るIT関係の話や。」と誰でも
必ず収入が得られるかのよ
うに告げ、連鎖販売業に係
る特定利益に関する事項に
ついて不実のことを告げる
行為を行っていた。

連鎖販売取引の勧誘に
先立って、会社名や、特
定負担を伴う取引につい
ての契約の締結について
勧誘をする目的である旨
及び当該勧誘に係る商品
の種類を明らかにしてい
なかった。

特定負担を伴う取引に
ついての契約締結につ
いて勧誘をするためのも
のであることを告げず
に、電話やメール等で誘
引した者に対し、同社の
事務所等、公衆の出入
りする場所以外の場所
において、当該契約締
結について勧誘を行っ
ていた。

消費者に対して契約を締結する
までに、当該連鎖販売取引の概
要について記載した書面を交付
しなければならないが、同社は
契約の相手方に交付していな
かった。

業務停止６か月京
都府・大阪府・兵
庫県合同処分

（勧誘者）岡田光太郎
に対し業務改善指示

34 H.20.3.28 ニューネット（株）
超音波加
湿器等

「アトピーや水虫に効く。」、
「花粉症が治る水がある。」
等、本件商品の効能につき
不実のこ
とを告げていた。また、「すぐ
に元がとれる。月に30 万、
40 万と収入を得ている人も
いる。」等、特定利益につき
に不実のことを告げていた。

連鎖販売契約の締結
を断った消費者に対
し、「３ヶ月器械を使っ
ていなければ、いつで
も止められるから。」、
と執拗に勧誘する等、
迷惑を覚えさせるよう
な仕方で勧誘をしてい
た。

「聞いて欲しい話があ
る。」、「ちょっと相談した
いことがあるんだけど会
えないかな？」等とのみ
告げ、統括者の名称、特
定負担を伴う取引につい
ての契約締結について勧
誘する目的である旨及び
当該勧誘に係る商品の
種類を明らかにしていな
かった。

連鎖販売契約を締結した場合に
おいて、その連鎖販売契約の相
手方に、その連鎖販売契約の内
容を明らかにする書面を交付し
ていなかった。

業務停止３か月
（統括者）高橋仁（勧
誘者）菅原かおるに対
し業務改善指示。

35 H.20.4.1
（株）フェイズエクス
チェンジ

ダイヤモン
ドのアクセ
サリー

勧誘者は、勧誘の際、「黙っ
ていてもお金が入ってくる」
などと、特定利益に関する事
項につき、不実のことを告げ
ていた。

勧誘者が、勧誘に先立っ
て、相手方に対し、統括
者の名称、契約締結を勧
誘をする目的であること、
商品の種類を告げなかっ
た。

勧誘者は、消費者を、電
話や電子メールにより、
契約締結を勧誘する目
的であることを告げずに
呼び出し、公衆の出入り
する場所以外の場所で
ある会社事務所におい
て勧誘をした。

業務停止命令１２
か月

業務停止中の
Global.Information.Offi
ce㈱の会員で活動。
勧誘の際、十分な収
入がない若年者な
ど、商品を購入する資
金のない者に対し、必
要な資金を消費者金
融から借り入れするこ
とを勧めて勧誘をし
た、適合性の原則違
反。

36 H.20.11.18 フィールズ（株） 健康食品
合理的な根拠がないにもか
かわらず、癌に効くというよう
な不実告知。

利益を生ずることが確実であると
誤解させる断定的判断を提供し
て勧誘を行っていた。

勧誘者の氏名、取引締結
について勧誘目的である
旨及び当該勧誘商品又
は役務の種類を明らかに
していなかった。

一部業務停止３か
月

37 H.20.11.18
（株）マイクロシステム
テクノロジー

競馬投資
ソフト

確実な根拠がないにもかか
わらず、儲かるからなどと、
不実のことを告げて契約の
勧誘を行っていた。

販売目的隠匿
一部業務停止３か
月

（その他）適合性原則
違反・消費者が購入
する経済的余裕がな
いことを知りながら、
不適当と思われる勧
誘を行っていた。統括
者2名に対する業務
改善指示。
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38 H.22.2.5 （株）ビックワン
リゾート会
員権

連鎖販売契約のクーリング・オ
フによって生じた債務を不当に
遅延させている。 〈債務不履行）

業務改善指示

北海道から消費生活
条例に基づく勧告を
受けたものの、勧告
に応じず事業者名公
表。

39 H.22.3.30
(株)インフィニットクリ
エーション

自宅学習
教材

あたかも誰もが確実に、継
続的に、あるいは本件物品
の購入額と同等以上の収入
が必ず得られるかのように
不実告知。

同社の名称、勧誘をする
目的である旨又はその勧
誘に係る商品の種類につ
いて明らかにせずに、勧
誘を行っていた。

クーリングオフの返品費用、本
来はない例外規定に虚偽の記
載をした概要書面及び契約書面
を交付していた。

業務停止９か月大
阪府・京都府・兵
庫県合同処分

（勧誘者）田川裕二に
対し業務改善指示。

40 H.22.10.6
(株)ポート・トラッキン
グ

超音波式
噴霧器

「明日、楽しいイベントが
あるので一緒に行こう。」
などと告げるのみで、そ
の勧誘において、同社の
名称、契約の締結につい
て勧誘をする目的である
旨及び本件商品の種類
を明らかにしていない。

勧誘者が活動の拠点と
して使用しているマン
ションなど、公衆の出入
りする場所以外の場所
において、当契約の締
結について勧誘を行っ
ていた。

連鎖販売取引に伴う特定負担
についての契約を締結するまで
に、概要書面を交付していな
い。

一部業務停止３か
月

41 H.23.8.9 (株)オールゲート
パソコン周
辺機器

「話がある。」「すごいお金
になって、子供とかがい
てもできる仕事がある。」
等と言うのみで、同社の
名称、勧誘する目的であ
る旨又はその勧誘に係る
商品について明らかにし
ていない。

勧誘であることを告げず
に、電話や電子メール
等で誘った者に対し、営
業時間外の飲食店、公
共施設の会議室等の公
衆の出入りする場所以
外の場所で勧誘した。

一部の消費者とその特定負担
についての契約締結をしようと
するとき、その契約締結までに、
その連鎖販売業の概要につい
て記載した書面を交付しなかっ
た。

一部業務停止３か
月

処分時 組織名 商材 ①不実告知 ②重要事項不告知 ③断定的判断の提供 ④迷惑勧誘 ⑤勧誘目的等不明示 ⑥非公開場所での勧誘 ⑦概要書面・契約書面等 処分内容 特記事項


